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【御浜町の給与・定員管理等について】 

 

１ 総    括 

 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

(注) 人件費には、特別職（町長、収入役、教育長）、職員の給与並びに議員等の報酬のほか、地方職

員共済組合負担金等を含みます。 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

Ａ 

給     与     費 
（参考） 

一人当たり 

給与費 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

類似団体平均 

一人当たり 

給 与 費 
給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計   Ｂ 

24年度 98人 366,006千円 47,679千円 133,198千円 546,883千円 5,581千円 5,608千円 

(注)１ 職員手当には退職手当は含まれていません。  

  ２ 職員数は、平成 24年 4月 1日現在の人数です。 

 

（３）特記事項 

（給与減額の状況） 

国の要請等を踏まえた 

減額措置の取組 
減額実施期間又は減額を実施していない場合はその理由 

実施せず 

地方公務員の給与は、本来、議会や住民の意思に基づき地方公共団体が

自主的に決定するべきものであり、当町においては、これまでも行政改

革の中で、職員数の大幅削減、期限的な管理職手当のカット、時間外勤

務の抑制等、独自の人件費抑制措置を行ってきていることなどを総合的

に勘案し、国の要請による職員給与の削減措置は行わないものとした。 

抑制済又は減額措置の内容 

（給料）【平成 25.4.1ラスパイレス指数・参考値、減額時点のラスパイレス指数についても併せて記載】 

    

 

（手当） 

 

 

 

 （その他） 

 

 

区 分 
住民基本台帳人口 

(平成24年度末) 

歳 出 額 

Ａ 

実 質 収 支 

 

人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

平成 23年度 

の人件費率 

24年度 9,349人 5,179,745千円 695,469千円 828,861千円 16.0％ 17.3％ 
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（４）ラスパイレス指数の状況 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する 

ため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職 

俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した指数です。 

   ２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平 

均したものです。 

   ３ 「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措

置が無いとした場合の値です。 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 

(１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 25年 4月 1日現在） 

 

① 一般行政職 

 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国比較ベース） 

御 浜 町 42.5歳 324,766円 377,964円 351,725円 

三 重 県 43.2歳 349,172円 457,085円   ― 円 

国 43.1歳 307,220円〔332,446円〕 ― 376,257円〔405,463円〕 

類似団体 42.6歳 313,668円 355,898円 343,403円 

 

② 技能労務職 

区  分 

公 務 員 民 間 参考 

平均

年齢 

職員

数 

平均給料 

月  額 

平均給与

月  額 

  （Ａ） 

平均給与 

月  額 
（国比較ベース） 

対応する 

民 間 の 

類似職種 

平均 

年齢 

平 均 

給与月額 

  （Ｂ） 

Ａ/Ｂ 

御 浜 町 
51.8

歳 
5人 313,660円 350,262円 333,160円 ― ― ― ― 

 
内 清掃

作業員 

47.3

歳 
3人 302,867円 332,007円 324,534円 

廃棄物処理 

業従業員 

 

44.6 

歳 

290,600円 1.14 

 
内 その

他労務職 
＊歳 ＊人 ＊ 円 ＊ 円 ＊ 円 ― ― ―  

三 重 県 
48.6

歳 
－人 348,405円 405,289円 ― 円 ― ― ― ― 

国 
49.9

歳 

3,272

人 

272,119円 

[286,850円] 
― 

309,534円 

[325,400円] 
― ― ― ― 

類似団体 
50.4

歳 
5人 302,572円 324,788円 317,075円 ― ― ― ― 

（注）「＊」は対象職員が少数のため数値を記入しておりません。 

 

 

区 分 

参  考 

年収ベース（試算値）の比較 

公 務 員 

   （Ｃ） 

民  間 

   （Ｄ） 
Ｃ／Ｄ 

御 浜 町 ― ― ― 

 内 清掃

作業員 
5,308,984円 3,980,600円 1.33 

 内 その

他労務職 
― ― ― 

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査
において公表されているデータを使用し
ています。（平成22～24年の3ヶ年平均） 

 
※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比
較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態
等の点において完全に一致しているもの
ではありません。 

 
※ 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民
間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給
与月額を 12倍したものに、公務員におい
ては前年度に支給された期末・勤勉手当、
民間においては前年に支給された年間賞
与の額を加えた試算値です。 
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（注）１「平均給料月額」とは、25年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。 

２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間 

 外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお 

いて明らかにされているものです。 

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。 

   ３ 国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国比較ベース）」の括弧書

きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値（減額前）です。 

 

 

（２）職員の初任給の状況（平成 25年 4月 1日現在） 

区  分 御 浜 町 三 重 県 国 

一般行政職 
大学卒 172,200円 178,800円 163,987円〔172,200円〕 

高校卒 140,100円 144,500円 133,418円〔140,100円〕 

技能労務職 
高校卒 137,200円 144,500円 ― 

中学卒 129,200円 ― ― 

（注） 国家公務員欄における括弧書きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないと 

した場合の値（減額前）です。 

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 25年 4月 1日現在） 
経験年数 

区分 
概ね 10年 

（9～10年） 
概ね 20年 

（19～20年） 
概ね 25年 

（23～25年） 
概ね 30年 

（29～30年） 

一般行政職 
大学卒 256,150円 340,333円 371,775円 395,325円 

高校卒   ＊ 円   ＊ 円   ＊ 円   ＊ 円 

技能労務職 高校卒 － 円 － 円   ＊ 円   ＊ 円 

（注） 「＊」は対象職員が少数のため数値を記入しておりません。  
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 ３ 一般行政職の級別職員数等の状況 
 

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成 25年 4月 1日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
1 号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

１級 主事、主事補 ２人 ３．４％ 135,600円 243,700円 

２級 主事 ６人 １０．３％ 185,800円 307,800円 

３級 係長、主査、主任主事 １８人 ３１．０％ 222,900円 354,700円 

４級 課長補佐、主幹 ２１人 ３６．２％ 261,900円 388,300円 

５級 課長、参事 １１人 １９．０％ 289,200円 400,600円 

６級 課長 ０人 ０％ 320,600円 422,600円 

(注)１ 職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
 

 

 

（２）昇給への勤務成績の反映状況 
勤務評価制度を導入していないため、勤務実績を根拠として昇給判定を行う。 
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４ 職員の手当の状況 

 

（１）期末手当・勤勉手当 

御 浜 町 三 重 県 国 

一人当たり平均支給額（24年度） 

        1,372千円 

一人当たり平均支給額（24年度） 

         1,596千円 
― 

（24年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

2.60 月分  1.35 月分 

(1.45)月分  (0.65)月分 

（24年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

2.60 月分  1.35 月分 

(1.45)月分  (0.65)月分 

（24年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

2.60 月分  1.35 月分 

(1.45)月分  (0.65)月分 

（加算措置の状況）  
職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置  

・役職加算 5～ 10％  

（加算措置の状況）  
職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置  

・役職加算 5～ 20％  

・管理職加算 15～ 25％  

（加算措置の状況）  
職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置  

・役職加算 5～ 20％  

・管理職加算 10～ 25％  

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

欠勤、休職がないことを根拠として、勤務実績を勤勉手当に反映させる。 

 

（２）退職手当（平成 25年 4月 1日現在） 

御 浜 町 国 

（支給率） 自己都合 定年・勧奨 （支給率） 自己都合 定年・勧奨 

勤続 20年 23.03 月分 28.7875 月分 勤続 20年 23.03 月分 28.7875 月分 

勤続 25年 32.83月分 38.955 月分 勤続 25年 32.83月分 38.955 月分 

勤続 35年 46.55月分 55.86 月分 勤続 35年 46.55月分 55.86 月分 

最高限度額 55.86月分 55.86 月分 最高限度額 55.86月分 55.86 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

 （2％～20％加算）  （2％～20％加算） 

退職時特別昇給   なし  

１人当たり平均支給額  

10,257千円  

（注）退職手当の 1人当たりの平均支給額は、退職事由にかかわらず、23、24年度に退職した

全職種に係る職員に支給された平均額です。 

 

（３）地域手当（平成25年4月1日現在） 

支給実績（24年度決算） 148 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（24年度決算） 147,546  円 

支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

津市  6 ％ 1 人 6 ％ 
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（４）特殊勤務手当（平成 25年 4月 1日現在） 

 

（５）時間外勤務手当 

 

 

 

 

 

  

支給実績（24年度決算） 0 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（24年度決算） 0  円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（24年度） 0  ％ 

手当の種類（手当数）       2 

手当の名称 
主な支給対象

職員 
主な支給対象業務 

左記職員に対

する支給単価 

感染症防疫作業に

従事する職員の特

殊勤務手当 

感染症防疫作

業に従事する

職員 

感染症が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、感染症患者若しくは感染

症の疑のある患者の救護若しくは感染症

菌の附着した物件若しくは附着の危険が

ある物件の処理作業に従事したとき又は

伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌

を有する疑のある家畜に対する防疫作業

に従事したとき 

従事した日 

１日につき 

800円 

行路死亡人の取扱

いに従事する職員

の特殊勤務手当 

行路死亡人の

取扱いに従事

する職員 

直接行路死亡人の取扱いに従事したとき 
１件につき 

5,000円 

支給実績（24年度決算） 19,627千円 

職員 1人当たり平均支給年額（24年度決算） 231千円 

支給実績（23年度決算） 27,025千円 

職員 1人当たり平均支給年額（23年度決算） 265千円 
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（６）その他の手当（平成 25年 4月 1日現在） 

手 当 名 内容及び支給単価 
国の制
度との
異 同 

国の制度と異なる内容 
支給実績 

(24年度決算) 

支給職員１人当た
り平均支給年額 
(24年度決算) 

扶養手当 

配偶者  13,000円 
配偶者以外の扶養親族 2人
まで 6,500 円 
ただし、配偶者のない場合
の 1人目 11,000円 
扶養親族でない配偶者を
有する場合の 1 人目 6,500
円 
その他の扶養親族 5,000円 
なお、満 16歳以上 22歳ま
での子については 5,000
円加算 

同 ― 12,965千円 249,327円 

住居手当 
借家、借間居住者支給対象 
12,000円を超える額 
最高支給額 27,000円 

同 ― 3,345 千円 278,750円 

通勤手当 

交通機関利用者 
最高限度額 55,000円 

交通用具（自動車等利用） 
片道 2km以上の距離区分に
応じて支給 
2.0km～2.6 km 3,420 円 
2.6km～3.1 km 4,150 円 
3.1km～3.6 km 4,750 円 
3.6km～4.1 km 5,320 円 
4.1km～4.6 km 5,850 円 
4.6km～5.1 km 6,340 円 
5.1km～5.6 km 6,780 円 
5.6km～6.1 km 7,190 円 
6.1km～6.6 km 7,560 円 
6.6km～7.1 km 7,830 円 
7.1km 以上 
往復距離×20日×28円 

一部異 

交通用具（自動車等利用）
について、距離区分とその
支給額 
 
※参考（国制度） 
交通用具（自動車等利用） 
片道 2km 以上の距離区分に
応じて支給 
2km～ 5 km 2,000 円 
5km～10 km 4,100 円 

10km～15 km 6,500円 
15 ㎞以上 
5 ㎞毎に 2,400円加算 
最高限度額  24,500 円 
 

7,430 千円 90,610円 

管理職 
手 当 

課長・参事・総務課長補佐
の管理職に支給 
課長・参事   
給与月額の 7％ 

総務課長補佐   
給与月額の 6％ 

異 

給料月額を基礎とする定率
支給 
 
※参考（国制度） 
管理又は監督の地位にある
職員の官職のうち、規則で
指定する官職を占める職員
に対し定額支給 

4,164 千円 320,308円 
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５ 特別職の報酬等の状況 （平成 25年 4 月 1 日現在） 

 

（注）１ 町長等の特別職の職員の報酬等については、公正を期すため、町内の各分野の有職者など

で構成する「特別職報酬等審議会」の答申を受けて、条例で定められています。 

   ２ 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48

月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 

 

  

区  分 
給 料 月 額 等 

 類似団体における 最高額／最低額 

給 料 
町 長 385,000円  807,500円  ／ 363,200円 

副町長 365,000円  670,100円  ／ 365,000円 

報 酬 

議 長 275,000円  364,000円  ／ 220,000円 

副議長 215,000円  285,000円  ／ 168,100円 

議 員 200,000円  263,000円  ／ 135,800円 

期末手当 

町 長 （24年度支給割合） 

3.95 月分 副町長 

議 長 
（24年度支給割合） 

2.95 月分 
副議長 

議 員 

退職手当 

 （算定方式） （1期の手当額） （支給時期） 

町 長 任期ごとに算定 7,687,680円 任期終了時 

副町長 〃 4,380,000円 〃 

備 考  
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６ 職員数の状況 
 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由 
（各年４月１日現在） 

       区 分 

部 門 

職員数（人） 
対前年増

減数(人) 
主な増減理由 

平成 25年 平成 24年 

普
通
会
計
部
門 

一
般
行
政
部
門 

議  会 2 2 0 
 

総  務 21 19 2 
（総務一般） 

・育児休業者の課付け 

税  務 7 8 △1 
（税務） 

・育児休業者の課付けによる欠員 

民  生 29 31 △2 

（保育所） 

・退職による欠員（保育士） 

（民生一般） 

・昨年度報告数値過り 

衛  生 12 13 △1 
（衛生一般） 

・退職による欠員（保健師） 

農林水産 9 9 0 
 

商  工 1 2 △1 

（観光） 

・東紀州観光まちづくり公社への駐在職

員数の縮小 

土  木 5 5 0 
 

計 86 89 △3 

〈参考〉 

人口 1万人当たりの職員数  91.99 人 

（類似団体の 

人口 1万人当たりの職員数 122.42 人） 

教育部門 10 10 0 
 

小  計 96 99 △3 

〈参考〉 

人口 1万人当たりの職員数  102.69 人 

（類似団体の 

人口 1万人当たりの職員数 149.73 人） 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

水  道 2 2 0 
 

下 水 道 1 1 0 
 

そ の 他 7 6 1 
（介護保険事業） 

・昨年度報告数値誤り 

小  計 10 9 1 
 

合  計 
106 

〔142〕 

108 

〔142〕 
△2 

〈参考〉 

人口 1万人当たりの職員数 113.38 人 

（注） １ 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者などを

含み、臨時または非常勤職員を除いています。 

    ２ 〔   〕内は、条例定数の合計です。 
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（２）年齢別職員構成の状況（平成25年4月1日 ） 

 

 
 

区 分 

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳 

計  ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上 

平成25年
職員数 

0 1 8 6 11 11 16 24 5 11 12 1 106 

平成20年 
(5年前) 

0 0 4 8 15 16 17 6 12 12 12 0 102 

 

 

（３）職員数の推移  
                      （単位：人・％） 

   年度 
 

部門別 
20 年 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 

過去５年間の増減数

（率） 

一般行政 82 79 84 86 89 86 4（4.9％） 

教育 10 10 10 10 10 10  

消防        

普通会計計 92 89 94 96 99 96 4（4.3％） 

公営企業等会計計 11 11 9 9 9 10 △1（△9.1％） 

総合計 103 100 103 105 108 106 3（2.9％） 

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数 

    

 

0

5

10

15

20

25 構成比 

5年前の構成比 

％ 
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７ 公営企業職員の状況 

 

（１）水道事業 

① 職員給与費の状況 

決算 

 

 

区分 
職員数 
Ａ 

給     与     費 一人当たり 
給 与 費 
Ｂ／Ａ 

（参考） 
市町村平均 
一人当たり 
給 与 費 

給  料 職員手当 
期末･勤勉

手当 
計   Ｂ 

24年度 2人 7,715千円 1,511千円 2,755千円 11,981千円 5,991千円 6,259千円 

(注)１ 職員手当には退職給与金は含まれていません。 

  ２ 職員数は、平成 23年 4月 1日現在の人数です。 

 

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成 25年 4月 1日現在） 

区  分 平均年齢 基本給 平均月収額 

御 浜 町 42.3歳 329,200円 499,250円 

団体平均 45.2歳 353,532円 520,694円 

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

③ 職員の手当の状況 
 

ア 期末手当・勤勉手当 

御 浜 町 一般行政職（御浜町） 団体平均 

一人当たり平均支給額（24年度） 

        1,378千円 

一人当たり平均支給額（24年度） 

        1,372千円 

一人当たり平均支給額（24年度） 

        1,477千円 

（23年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

2.60 月分  1.35 月分 

(1.45)月分  (0.65)月分 

（23年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

2.60 月分  1.35 月分 

(1.45)月分  (0.65)月分 

― 

（加算措置の状況）  
職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置  

・役職加算 5～ 10％  

（加算措置の状況）  
職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置  

・役職加算 5～ 10％  
―  

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

区 分 
総費用 
Ａ 

純損益又は 
実質収支 

職員給与費 
Ｂ 

総費用に占める 
職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 
23年度の総費用に占 
める職員給与費比率 

24年度 354,530千円 △58,331千円 14,845千円 4.2％ 6.4％ 
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イ 退職手当（平成 25年 4月 1日現在） 

御 浜 町 一般行政職（御浜町） 

（支給率） 自己都合 定年・勧奨 （支給率） 自己都合 定年・勧奨 

勤続 20年 23.03 月分 28.7875 月分 勤続 20年 23.03 月分 28.7875 月分 

勤続 25年 32.83月分 38.955 月分 勤続 25年 32.83月分 38.955 月分 

勤続 35年 46.55月分 55.86 月分 勤続 35年 46.55月分 55.86 月分 

最高限度額 55.86月分 55.86 月分 最高限度額 55.86月分 55.86 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

 （2％～20％加算）  （2％～20％加算） 

退職時特別昇給  なし 退職時特別昇給  なし 

１人当たり平均支給額 １人当たり平均支給額 

  ― 千円   ― 千円 

 

 

ウ 地域手当（平成25年4月1日現在） 

支給実績（24年度決算） 0 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算） 0  円 

支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

―   ％  人  ％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成 25年 4月 1日現在） 

支給実績（24年度決算） 0 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（24年度決算） 0  円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（24年度） 0  ％ 

手当の種類（手当数）       2 

手当の名称 
主な支給対象

職員 
主な支給対象業務 

左記職員に対

する支給単価 

感染症防疫作業に

従事する職員の特

殊勤務手当 

感染症防疫作

業に従事する

職員 

感染症が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、感染症患者若しくは感染

症の疑のある患者の救護若しくは感染症

菌の附着した物件若しくは附着の危険が

ある物件の処理作業に従事したとき又は

伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌

を有する疑のある家畜に対する防疫作業

に従事したとき。 

従事した日 

１日につき 

800円 

行路死亡人の取扱

いに従事する職員

の特殊勤務手当 

行路死亡人の

取扱いに従事

する職員 

直接行路死亡人の取扱いに従事したとき 
１件につき 

5,000円 
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オ 時間外勤務手当 

  

 

 

 

 

 

 

 

カ その他の手当（平成25年4月1日現在） 

手 当 名 内容及び支給単価 
一般行政職の 
制度との異同 

一般行政職の制
度と異なる内容 

支給実績 
(24年度決算) 

支給職員 1人 
当たり平均 
支 給 年 額 
(24年度決算) 

扶養手当 

配偶者  13,000円 
配偶者以外の扶養親族 2 人まで 
6,500 円 
ただし、配偶者のない場合の 1
人目 11,000円 
扶養親族でない配偶者を有する
場合の 1 人目 6,500円 
その他の扶養親族 5,000円 
なお、満 16 歳以上 22 歳までの子
については 5,000 円加算 

同  78 千円 78,000円 

住居手当 
借家、借間居住者支給対象 
12,000円を超える額 
最高支給額 27,000円 

同  312千円 312,000円 

通勤手当 

交通機関利用者 
最高限度額 55,000円 

交通用具（自動車等利用） 
片道２km 以上の距離区分に応じ
て支給 
2.0km～2.6 km 3,420 円 
2.6km～3.1 km 4,150 円 
3.1km～3.6 km 4,750 円 
3.6km～4.1 km 5,320 円 
4.1km～4.6 km 5,850 円 
4.6km～5.1 km 6,340 円 
5.1km～5.6 km 6,780 円 
5.6km～6.1 km 7,190 円 
6.1km～6.6 km 7,560 円 
6.6km～7.1 km 7,830 円 
7.1km 以上 
往復距離×20日×28円 

同 

 

123千円 61,500円 

管理職 
手 当 

課長・参事・総務課長補佐の管理
職に支給 
課長・参事   
給与月額の 7％ 

総務課長補佐   
給与月額の 6％ 

同 

 

―千円 ―円 

 

 

支給実績（24年度決算） 998千円 

職員 1人当たり平均支給年額（23年度決算） 499千円 

支給実績（23年度決算） 1,872千円 

職員 1人当たり平均支給年額（23年度決算） 936千円 
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８ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 
 

（１）勤務時間等について 

種   類  内       容 

勤 務 時 間  
8時 30分から 17時 15分まで 週 38時間 45分勤務 

なお、勤務時間は勤務場所により異なることがあります。 

週 休 日 土曜日、日曜日 

休   日  
国民の祝日に関する法律に規定する休日 

年末年始（12月 29日から翌年の 1月 3日まで） 

休 憩 時 間  12時から 13時まで 1時間 

（注）公務運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、所属長が任命

権者の承認を受けて勤務時間の振替をすることができます。 

※振替勤務時間制度振替勤務・・・・・勤務時間の長さを変更せず、時間帯をずらした勤務 

  

（２）休暇制度等について 
休暇には大きく次の 4つがあります。 

①年次有給休暇 1年（暦年）あたり 20日の年次有給休暇が与えられます。残日数がある場

合は、20日を限度として翌年に繰り越すことができます。 

②病 気 休 暇 病気療養に必要最小限な期間。 

③特 別 休 暇 特定の事由に基づいて有給で認められます。結婚休暇、忌引休暇、産前・

産後休暇、ボランティア休暇、夏期休暇などがあります。 

④介 護 休 暇 配偶者等の介護が必要な期間（連続する 6 月以内）について無給で与えら

れます。 

 

区 分 種  類 内  容 

年次有給休暇   1暦年 20日 

病 気 休 暇  
公務傷病 必要な期間（6月以内） 

私傷病 
必要な期間（6 月以内、ただし結核は 1 年以
内） 

特 別 休 暇  

選挙権その他公民としての権利行使 
その都度必要な期間 証人等としての裁判所等への出頭 

骨髄バンクへの登録、骨髄液の提供 
ボランティア休暇 1暦年 5日以内 
結婚休暇 7日以内 
産前・産後休暇 産前 6週間・産後 8週間（多胎は産前 14週間） 
妻の出産 3日以内 
子の疾病等 5日（子が 2人以上の場合は 10日）以内 

短期介護 
5日（要介護者が 2人以上の場合は 10日）以
内 

育児時間 1日 2回各 30分（生後 1年 6月以内）           

忌引 
配偶者 10日、父母 7日、子 5日、兄弟姉妹 3
日 など 

夏季休暇（盆等の諸行事、健康増進） 3日以内 
災害による住居の滅失及び損壊 

その都度必要な期間 災害等による出勤困難 
災害時の退勤途上の危険回避 

介 護 休 暇  配偶者等の介護（無給） 
介護を必要とする一の継続する状態ごとに連
続する 6月の範囲内の必要な期間 

組 合 休 暇  職員団体の活動への従事（無給） 1暦年 30日を越えない日数 
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（３）年次有給休暇の取得状況（平成 24年 1月 1日～平成 24年 12月 31日） 
職員には 1 年（暦年）あたり 20 日間の年次有給休暇が与えられます。残日数がある場合

は、20日を限度として翌年に繰り越すことができます。 

平成 24年の職員一人あたりの平均取得日数は 9.3日 です。 

 

（４）育児休業の取得状況（平成 24年 4月 1日～平成 25年 3月 31日）  
（単位：人） 

 男性 女性 

育児休業の取得人数 0 4 

部分休業の取得人数 0 0 

 

（５）介護休暇の取得状況（平成 24年 4月 1日～平成 25年 3月 31日）  
（単位：人） 

 男性 女性 

介護休暇の取得人数 0 0 

  

 

９ 分限及び懲戒処分の状況  
（１）分限処分者数 

分限処分は、公務能率を維持することを目的として、心身の故障や職に必要な適格性を欠

くなど一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分で

す。その種類として、免職、降任および休職があります。 

平成 24年度の分限処分の状況は次のとおりです。         
（単位：人） 

  免職 降任 休職 合計 

一般行政職 － － － － 

技能労務職 － － － － 

計 － － － － 

  

（２）懲戒処分者数 
懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務等に違反した場合に道義的責任を問うことにより、

公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分です。その種類として、免職、停

職、減給および戒告があります。 

町民のみなさんからの信頼を確保していくために、今後とも服務規律の遵守の徹底を図る

とともに、不祥事が発生した際には厳正に対処してまいります。 

 

10 服 務 の 状 況  
（１）職務専念義務免除の概要 

職員は、法律や条例に特別に定めがある場合以外は、勤務時間及び職務上の注意力のすべ

てをその職責遂行のために用い、町民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ

職務の遂行にあたっては全力をあげてこれに専念しなければなりません。 

人間ドックや国民体育大会に参加する場合等には、あらかじめ承認を得れば、職務に専念

する義務を免除される場合があります。 
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（２）営利企業等への従事の状況 
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業等の役員等を兼ねることや自ら営利企

業を営むこと、その他報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事することはできません。 

平成 24年 4月 1日現在、営利企業等への従事者はいません。 

 

11 福祉及び利益の保護の状況 
地方分権が進展していく中で、厳しい行財政運営を効果的・効率的に展開していくため、公

務能率の向上を目的とした福利厚生制度を実施しています。 

平成 24年度においては、次のような事業を行っています。 
 

（１）健康管理事業の状況 
労働安全衛生法及び各任命権者の安全衛生管理規程に基づき、事業者責任として、職員の

安全と健康を確保するため下記の健康管理事業を実施しています。 

 

事業の名称 事 業 の 内 容 

一般健康診断 
職員の一般的な健康状態を把握し、適切な就業上の措置や保健

指導を実施することを目的に実施しています。 

健康管理事業の決算額 1,102千円 

  

（２）互助会への補助金の状況 
地方公務員法第 42条に定められる地方公務員の厚生制度（職員の保健、元気回復その他厚

生に関する事項）を効率的・効果的に実施するため、互助会の実施する下記の事業に対し助

成しています。 
 

 一般財団法人 三重県市町職員互助会への負担金の状況 

補 助 対 象 事 業 

慶弔金等の給付を行う給付事業 

会員の資質向上、健康増進を目的とする福祉事業 

生活資金等の貸付を行う貸付事業 

退職手当の有利な運用と退職後の生活安定を目的とする互助年金事業 

負担金の決算額 1,626千円 

 

 

 


